
学部学生の約8割の教育を担うとともに、エッセンシャルワーカーや産業人材等の育成、国際競争力強化に資する研究
振興、地域創生など様々な観点で重要な役割を果たす私立大学の教育研究の充実は、「知の総和」の向上に資するととも
に、経済社会・国民生活の向上にも貢献。このため、基盤的経費をはじめとする支援の拡充は不可欠。
一方、私学助成をはじめとする私立大学関係の諸施策については、以下のような俯瞰的な方針を踏まえたメリハリ・重

点化への転換を図る。

2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議 審議のまとめ-概要

Ⅱ 今後の私立大学振興の基本的な考え方（機能や成果に応じた国の支援の強化）

【今後の私立大学政策の俯瞰的な方針】

① 各大学において、学部段階の理系転換・文理融合、大学院教育へのシフト等の社会や時代の要請を踏まえた自律的な 
  構造の転換を進め、国は、大学の改革を強力に後押し

② 地域において、首長と学長が経済界も巻き込みながら地域の人材需要に基づく大学の連携・構造改革を実行し、国
は改革を強力に後押しするとともに、地域経済の担い手等を育成する地方大学を重点支援

③ 国際競争力の強化の観点から研究力ある私立大学への重点支援を通じ日本の競争力を高める拠点機能を強化

④ 経営状況が厳しく質の担保ができない大学には学生への影響が生じないよう早期に円滑な撤退判断を促進

①大学進学者数の激減

62.7万人 約59.0万人 約46.0万人（約27％減）

（2021） （2035） （2040）

大学進学者数推計
（出生低位・死亡低位）

相当数の法人が縮小や撤退を余儀なくされることが
避けられない状況

②大学分布の実態

「地方」に立地する私立大学 ほとんどが小規模
（首都圏整備法既成市街地等・政令指定都市以外）

地方の進学者の減は、地方私立大学の存続に影響を
及ぼし、地方の小規模私立大学から撤退する可能性

③私立大学の分野別学生比率の偏り

人文科学 14.9% 社会科学35.9% ⇔ 理学2.3% 工学12.0% 農学2.1%
我が国の理工系入学者の割合は諸外国に比べても低
く、OECD平均よりも大幅に低い状況

Ⅰ 私立大学を取り巻く環境
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(1)自治体・産業界等との連携推進(地域経済の担い手やエッセンシャル
ワーカー育成支援等)

○地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界など関係者による連携強化・
   プラットフォームの構築や、それぞれの協力による人材育成に係る取組への支援

○地域経済の担い手等を育成する地方中小規模大学への私学助成の重点化、
地域の高等教育の将来像（必要な人材の内容やボリューム等）に基づく
取組を行う私立大学への更なる支援

⇒地域の高等教育資源の効率的・効果的な活用のための重複感の解消や
地域の高等教育機関の機能を最大化

(2)大学間の連携推進
○オンライン授業をはじめとした開設科目の相互補完の円滑化や、事務の
共同化を通じた効率化

(1)産業構造の変化に対応する理系転換、文理横断・文理融合教育の推進等

〇理系転換に向けた改革を進める大学に対し、基金による支援を充実

〇初等中等教育段階から高等教育段階まで一貫した教育改革を推進

(2)プロジェクト型学習の推進等の手厚い教育指導体制の構築

〇社会ニーズを踏まえたPBLの推進に向けた、教員配置や基盤的経費の充実

(3)今後の社会で活躍する力を身に付けるための大学院教育の充実

〇大学院シフトを進める大学を重点的に支援

〇学士課程から博士課程の連続性、質と密度の向上と、学部段階の履修証明等を含む

産学連携によるリ・スキリングプログラムの拡充

(4)私立大学附属病院の支援の在り方

○継続的な人材輩出や医療の提供等に向け、安定した経営基盤を確保

(5)新たな評価の在り方

(1)経営指導の強化等 (リスクが高い学校法人への指導強化(指導対象法人の拡
大(100校程度)等))

(2)学校法人間の連携・合併、円滑な撤退に向けた支援等(撤退に向けた伴走
支援のための私学事業団における専門家チームの体制強化等)

(3)学部等新設の厳格化(スクラップ・アンド・ビルド、財務要件の厳格化等)

(1)国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化
○研究力の高い私立大学が国際的にも研究力で競い合える拠点となること
等に向けた施設設備整備と人件費等の基盤的経費を一体的かつ集中的に
支援する枠組みの構築

○修士課程をはじめとした大学院の機能強化に向けた支援を充実

(2)日本の産業を支える理工農系人材の育成
○理工農系分野の学部の教育研究費支出が多い傾向にあることを踏まえた
教育研究環境の充実に向けた、産官による重点的な支援

Ⅲ 私立大学振興のための４つの施策の方向性
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Ⅳ 「知の総和」の向上と高等教育の全体最適に向けた私立大学の在り方

➢ 文部科学省が着手している高校から大学・大学院の一体的な設計に基づく一貫した改革による人材育成のみならず、大学と企業、

私立大学と国公立大学などの各機関の間において共有される認識と相互理解のもとでの取組が進められることが肝要。

１.地域から必要とされる人材育成を担う地方大学の重点支援
３.再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革

強化

２.日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援

４.教育研究の質の向上に向けた重点支援



＜参考１＞地方私立大学の振興における「地域構想推進プラットフォーム」の活用（イメージ）

大学
短大
高専等

労・言等
地域関係者

地域のアクセス確保・
人材育成等の在り方・
取組を議論・推進

県
市町村
担当部署

※教委含む

産業界
金融機関

地域構想推進プラットフォーム
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2040年の社会を見据えつつ、地域の高等教育機関へのアクセス確保・人材育成を推進するため、
各地域の施策展開に資するプラットフォームのモデル構築を実施

支援

・モデル構築支援
・コーディネーター配置促進

等

国

地元での就職

インターンシップ受入、

奨学金返還支援 等

プラットフォームでの議論

✓ 地域の将来ビジョンや大学等の研究・教育の構想・推進策を
地域全体で情報共有・共通認識

✓ 大学等、地方公共団体、産業界等の地域関係者が一体と
なって、国と連携しながら地域のアクセス確保等の取組を支援

【プラットフォームでの議論を踏まえ期待される取組例】

➢ 地域の人材需給や産業構造のニーズ
等や、高校教育改革と連動した
教育組織・カリキュラムの変革

➢ 地元企業や金融機関、大学の
リソース等を結集し、地域の強みを
生かした新産業の創出

探求学習への

協力 等

地方大学への進学

➢ 高校段階から地域の高等教育
機関への接続強化や、自治体等
による就職支援等を通じた地域へ
の人材定着の強化

➢ 連携開設科目の設置にとどまら
ない、地域アクセス確保のための
更なる教育研究の連携の実施

地域経済の担い手等を育成する地方中小規模大学への私学助成の重点化

地域の高等教育の将来像（必要な人材の内容やボリューム等）

に基づく取組を行う私立大学への更なる支援

【地域ニーズに応じた教育改革】

【新産業創出】

【地域での一貫した人材育成】

【大学間の連携】

地域の高等教育資源の効率的・効果的な活用のための
重複感の解消や地域の高等教育機関の機能を最大化



【現状】

● 日本の理・工・農の大学生の学部6割強・修士３割強・博士１割強が私学に在学

理・工・農系学部を持つ私学は約150校あり、理系分野のボリュームゾーンの人材育成を担う

● 専門人材や技術者を多数輩出
研究者に加え、研究エコシステムを支える専門人材等の育成にも多大な貢献

● 女子学生の理系進学率の上昇にも大きく貢献
私立大学における工学・理学系で女子枠の導入 2024年新規13校

［資格合格者に占める私立大学卒業者の割合 2022年度］
私立大学ファクトブック（2024年９月版 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所）より

医師４割 薬剤師９割 一級建築士６割

＜参考２＞国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化・日本の産業を支える理工農系人材の育成

【現状】
● 日本の私立大学に対する世界的な評価→質の高い私立大学の層は厚い
世界大学ランキング2024※（世界のトップ6.1%）の中に

私立大学５０校がランクイン
（国立大学は58校）

● 科学研究費補助金における私立大学のシェア拡大
採択件数3割、配分額2割に達するなど、年々存在感が強まっている。

※採択件数(30.3%(2024)←21.7%(2004) 、配分額20.5%(2024)
←12.8%(2004))

科学技術・イノベーション人材の育成強化を図るため、研究力の高
い私立大学等への施設・設備整備費と経常費の一体的かつ重
点的な支援により、最先端の「知」を生み出し、日本の競争力を
高める拠点機能を強化。

研究組織

施設・設備整備 体制整備

１．日本の産業を支える理工農系人材の育成

日本の産業を支える理工農系人材の育成を行う大学等への重点支援（教育研究経常費に係る単価の改善）

教育研究の質の向上に向けたST比（専任教員一人あたり学生数）に係るメリハリある配分の強化

優秀な研究者の輩出

【取組の方向性】

【取組の方向性】

２．国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化
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＜参考３＞再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転換（イメージ）

私立大学 国

経営指導対象法人として指定指導対象としない

当面の資金ショートリスク
ある・高いなし・低い

経営改革計画の策定

取組が十分かつ

成果が認められる

経営指導の終了 経営指導を継続

・定員削減、学部等の廃止、大学閉鎖等を
勧告する通知・法人の対応を公表

・経営指導対象法人（※）を現状の42
法人から100法人程度まで拡大
※リスクの高い法人に対してはきめ細かい集中的な指
導を実施するとともに、経営悪化の兆候が見られる法
人に対してはモニタリングをする方向で検討中

規模縮小・大学閉鎖等の経営判断

学校法人解散・再編統合
私学事業団による撤退にむけた伴走支援

学校法人の清算手続に係るガイドライン
私学事業団による学籍簿管理

取組・進捗状況
が不十分

経営改革計画の策定を

私学助成の交付要件化

→計画の取組・進捗状況が

不十分な場合、私学助成を減額等

原則5年で自主的な経営改善が
認められない場合
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２．学校法人間の連携・合併、円滑な撤退に向けた支援等

○ 学校法人の吸収合併や学校法人間の財政支援等に係る設置認可・私学助成上の仕組みの改善

○ 撤退支援に関するハンドブック作成及び撤退の目安の提示等

３．学部等新設の厳格化（スクラップ・アンド・ビルド、財務要件の厳格化等）

○ 審査体制の充実 、経営面・定員充足率の基準の引上げ等

１．経営指導の強化等：早期の経営判断促進に向けた取組フロー

※原則５年間
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